
内
閣
衆
質
一
五
〇
第
六
二
号

平
成
十
三
年
一
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

森

喜

朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
小
沢
和
秋
君
提
出
諫
早
湾
干
拓
水
門
閉
め
切
り
に
よ
る
沿
岸
漁
業
へ
の
被
害
対
策
お
よ
び
農
地
造
成
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
一
月
二
十
三
日
受
領

答

弁

第

六

二

号



衆
議
院
議
員
小
沢
和
秋
君
提
出
諫
早
湾
干
拓
水
門
閉
め
切
り
に
よ
る
沿
岸
漁
業
へ
の
被
害
対
策
お
よ
び
農
地
造

成
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
に
お
い
て
は
、
統
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
に
基
づ
く
指
定
統
計
調
査
と
し
て
海
面
漁
業
生

産
統
計
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
漁
業
協
同
組
合
別
で
な
く
、
漁
業
に
係
る
社
会
経
済
活
動
の
共
通
性
に
基
づ

い
て
農
林
水
産
大
臣
が
設
定
し
た
漁
業
地
区
（
以
下
単
に
「
漁
業
地
区
」
と
い
う
。
）
別
に
調
査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
お
尋
ね
の
趣
旨
の
過
去
十
五
年
間
の
有
明
海
の
県
別
及
び
漁
業
地
区
別
の
主
要
十
五
種
の
漁
獲
量
の
推
移
は
、
別

表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
漁
業
地
区
と
漁
業
協
同
組
合
と
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

過
去
十
五
年
間
の
有
明
海
の
漁
獲
量
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
魚
種
や
地
域
に
よ
り
増
減
の
傾
向
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

昭
和
六
十
年
以
降
の
期
間
で
と
ら
え
た
場
合
、
総
じ
て
減
少
傾
向
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
平
成
九
年
四
月
の
潮
受
堤
防
締

切
り
の
前
後
で
そ
の
傾
向
に
著
し
い
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。

二
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
九
州
農
政
局
に
お
い
て
は
、
国
営
諫
早
湾
土
地
改
良
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
当
た

一



り
、
環
境
監
視
が
適
切
か
つ
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
長
崎
県
に
設
置
さ
れ
た
学
識
経
験
者
で
構
成
さ
れ
る
諫
早
湾
干
拓
地

域
環
境
調
査
委
員
会
の
助
言
、
指
導
を
踏
ま
え
つ
つ
、
潮
受
堤
防
の
内
外
で
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
定
期
的
に
実
施
し
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
の
結
果
に
よ
る
と
、
潮
受
堤
防
の
締
切
り
の
前
後
で
、
周
辺
海
域
の
水
質
、
底
質
等
に
お
い
て
明
確
な
変
化

が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
潮
受
堤
防
の
締
切
り
が
漁
業
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
は
判
断
で
き
な
い
。
こ
の

た
め
、
改
め
て
漁
業
補
償
を
行
う
考
え
は
な
い
が
、
引
き
続
き
、
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水

質
、
底
質
等
の
状
況
を
注
意
深
く
監
視
す
る
と
と
も
に
、
関
係
漁
業
者
に
対
し
て
そ
の
結
果
を
説
明
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

本
事
業
を
含
め
た
国
営
土
地
改
良
事
業
の
再
評
価
は
、
事
業
の
長
期
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
効
率
的
な
執
行
及
び
透
明
性

を
確
保
す
る
観
点
か
ら
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
に
基
づ
く
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
営
土
地
改

良
事
業
の
再
評
価
の
際
、
意
見
を
聴
取
す
べ
き
関
係
団
体
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
同
法
に
お
い
て
国
営
土
地
改
良
事
業
の
土

地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
際
に
農
林
水
産
大
臣
が
直
接
的
又
は
間
接
的
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相
手
方
を
勘
案
し

て
運
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
者
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な

二



い
。

四
に
つ
い
て

淡
水
化
が
進
行
し
て
い
る
調
整
池
に
つ
い
て
、
そ
こ
か
ら
排
水
さ
れ
る
淡
水
と
諫
早
湾
内
の
海
水
と
の
よ
り
速
や
か
な
混

和
が
図
ら
れ
る
よ
う
一
回
当
た
り
の
排
水
量
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
、
諫
早
湾
周
辺
の
漁
業
協
同
組
合
等
か
ら
の
要
望
も
踏

ま
え
、
試
験
的
に
、
小
潮
の
た
め
排
水
で
き
な
い
日
を
除
く
毎
日
、
潮
受
堤
防
排
水
門
か
ら
の
排
水
を
行
っ
て
い
る
。

な
お
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
潮
受
堤
防
を
締
め
切
り
、
調
整
池
か
ら
の
排
水
を
開
始
し
た
後
の
周
辺
海
域
の

水
質
、
底
質
等
は
、
そ
の
前
の
そ
れ
ら
と
明
確
な
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
。

五
に
つ
い
て

平
成
十
一
年
七
月
二
十
三
日
の
大
雨
は
、
最
大
時
間
雨
量
が
百
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
気
象
庁
地
域
気
象
観
測
所
諫
早
観
測

所
）
と
い
う
記
録
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
大
雨
に
よ
り
、
調
整
池
の
背
後
地
の
一
部
の
家
屋
で
浸
水
被
害
が
生
じ
た
が
、

背
後
地
に
お
い
て
浸
水
被
害
が
生
じ
る
か
否
か
は
、
降
雨
の
強
度
及
び
分
布
、
地
域
に
お
け
る
排
水
能
力
、
排
水
先
の
河
川

等
の
水
位
変
化
等
に
よ
り
総
合
的
に
決
ま
る
も
の
で
あ
る
。
同
日
の
大
雨
に
関
し
て
は
、
調
整
池
の
水
位
を
低
く
保
っ
た
結

果
、
河
川
、
排
水
路
等
か
ら
調
整
池
へ
の
排
水
が
速
や
か
に
行
わ
れ
、
調
整
池
の
機
能
は
適
正
に
発
揮
さ
れ
た
と
考
え
て
い

三



る
。
な
お
、
こ
の
大
雨
に
よ
る
死
者
一
名
の
人
的
被
害
は
、
調
整
池
に
流
下
す
る
河
川
の
流
域
外
の
地
点
、
す
な
わ
ち
本
事

業
に
よ
り
発
揮
さ
れ
る
防
災
機
能
の
対
象
区
域
外
の
地
点
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
十
一
年
七
月
二
十
三
日
の
大
雨
以
降
、
建
設
省
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
以
降
は
国
土
交
通
省
）
に
お
い
て

は
、
既
設
堤
防
側
の
背
後
地
に
お
い
て
ク
リ
ー
ク
拡
張
工
事
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
本
明
川
の
河
川
区
域
に
お
い
て
実
施
し
て

い
る
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
、
ダ
ム
建
設
等
の
河
川
事
業
に
つ
い
て
は
、
本
明
川
水
系
工
事
実
施
基
本
計
画
（
平
成
十
二
年
十
二

月
十
九
日
以
降
は
本
明
川
水
系
河
川
整
備
基
本
方
針
）
に
基
づ
き
昭
和
四
十
四
年
度
か
ら
計
画
的
に
実
施
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

六
に
つ
い
て

干
拓
地
の
か
ん
が
い
用
水
に
つ
い
て
は
、
全
量
を
淡
水
化
さ
れ
た
調
整
池
に
依
存
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

調
整
池
は
、
現
在
工
事
中
で
あ
る
が
、
工
事
完
了
後
の
水
質
の
汚
濁
源
に
つ
い
て
は
、
内
部
堤
防
の
完
成
に
よ
る
干
陸
部

や
底
泥
か
ら
の
溶
出
等
の
減
少
、
調
整
池
の
水
際
で
の
水
生
植
物
の
繁
茂
等
に
よ
る
巻
き
上
げ
の
減
少
の
ほ
か
、
調
整
池
流

域
に
お
け
る
生
活
排
水
処
理
施
設
の
整
備
等
水
質
保
全
対
策
の
一
層
の
進
ち
ょ
く
に
よ
る
流
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

か
ら
、
工
事
完
了
後
に
お
い
て
、
調
整
池
の
水
を
か
ん
が
い
用
水
と
し
て
利
用
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。 四



七
に
つ
い
て

調
整
池
は
、
現
在
淡
水
化
が
進
行
し
て
お
り
、
工
事
完
了
後
は
、
中
央
干
拓
地
は
淡
水
化
さ
れ
た
調
整
池
に
囲
ま
れ
る
こ

と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
干
拓
地
地
下
に
海
水
が
浸
透
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
干
陸
し
た
中
央
干
拓
地
の
土
壌
中
の
塩
分

を
除
去
す
る
た
め
、
小
江
干
拓
地
内
の
試
験
ほ
場
に
設
置
し
た
か
ん
が
い
施
設
及
び
暗
き
ょ
排
水
施
設
と
同
等
の
能
力
を
有

す
る
施
設
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
土
壌
改
良
も
同
様
に
行
い
、
塩
害
の
発
生
防
止
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
が
公
表
し
て
い
る
「
耕
地
及
び
作
付
面
積
統
計
」
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
一
年
の
長
崎
県
の
畑
地
面
積
は
、
宅

地
転
用
や
耕
作
放
棄
等
の
増
加
に
よ
り
、
平
成
元
年
の
約
三
万
五
千
九
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
約
七
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
減
少
し
、

約
二
万
八
千
九
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
っ
て
お
り
、
長
崎
県
に
よ
れ
ば
、
畑
地
面
積
は
今
後
と
も
減
少
傾
向
が
続
く
と
見
込
ま

れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
国
と
し
て
は
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
の
実
施
等
に
よ
り
耕
作
放
棄
の
抑
制
や
耕
作
放

棄
地
の
再
活
用
を
一
層
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
平
坦
な
農
地
が
乏
し
い
長
崎
県
に
お
い
て
生
産
性
の
高
い
農
業
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
大
規
模
で
平
坦
な
優
良
農
地
を
造
成
す
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五



九
に
つ
い
て

本
事
業
の
営
農
計
画
等
に
つ
い
て
の
意
見
を
集
約
す
る
た
め
に
長
崎
県
に
設
置
さ
れ
た
諫
早
湾
干
拓
営
農
構
想
検
討
委
員

会
に
お
い
て
は
、
長
崎
県
の
農
業
振
興
計
画
や
県
内
の
労
働
力
、
労
働
時
間
、
農
産
物
価
格
、
機
械
・
施
設
装
備
等
を
示
し

た
「
長
崎
県
農
林
業
基
準
技
術
」
を
基
に
諫
早
湾
干
拓
営
農
モ
デ
ル
を
試
算
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
、
御
指
摘
の
「
バ
レ
イ

シ
ョ
・
タ
マ
ネ
ギ
・
ニ
ン
ジ
ン
」
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
モ
デ
ル
の
経
営
内
容
は
、
別
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
モ
デ
ル
は
、
長
崎
県
の
大
規
模
経
営
に
対
応
し
た
営
農
の
技
術
の
実
態
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
干
拓
地
に
お
け
る

営
農
は
十
分
成
り
立
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
長
崎
県
に
お
い
て
は
、
本
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
る
干
拓
地
で
早
期
に
安
定
的
な
営
農
が
可
能
と
な
る
よ
う
支
援

策
の
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
九
州
農
政
局
に
お
い
て
は
、
平
成
九
年
度
か
ら
三
年
間
に
わ
た
っ
て
諫
早
湾
周
辺
地
域
の
農
家
及
び
九
州
各

県
の
農
業
生
産
法
人
に
対
し
、
干
拓
地
で
の
営
農
の
意
向
調
査
を
行
っ
た
が
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
平
成
十
一
年
十
二
月

に
国
営
諫
早
湾
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
中
で
は
、
干
拓
地
に
入
植
九
十
五
戸
、
増
反

六



百
三
十
三
戸
の
合
計
二
百
二
十
八
戸
で
営
農
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
意
向
調
査
結
果
で
は
、
営
農
意
欲
の
高
い
畑
作
や
畜
産
の
農
家
等
か
ら
干
拓
地
の
農
地
面
積
を
上
回
る
農
地

利
用
の
要
望
が
あ
る
ほ
か
、
関
係
行
政
機
関
へ
も
直
接
干
拓
地
利
用
の
希
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
干
拓
地
は
農

地
と
し
て
有
効
に
利
用
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

十
一
に
つ
い
て

本
事
業
は
、
平
坦
な
農
地
が
乏
し
い
長
崎
県
に
お
い
て
、
か
ん
が
い
用
水
が
確
保
さ
れ
た
優
良
農
地
の
造
成
を
行
う
と
と

も
に
、
高
潮
、
洪
水
、
常
時
の
排
水
不
良
等
に
対
す
る
防
災
機
能
の
強
化
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
地
元
か
ら
事
業
の
促
進
を

強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
事
業
を
中
止
し
、
水
門
を
開
放
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
今
後
と
も
漁
場
を
含

め
た
周
辺
環
境
に
も
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
本
事
業
の
着
実
な
推
進
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

七



別表一  

過去r5年間の有明海の県別及び漁業地区別の主要15種の漁獲量の推移  

1県別の主要15種の漁獲量の推移（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県）  

2 漁業地区別の主要15種の漁獲量の推移  

′（1）福岡県の漁獲量の推移（19漁業地区）  

（2）佐賀県の漁獲量の推移（23漁業地区）  

（3）長崎′県の漁獲量の推移（19漁業地区）  

（4）熊本県の漁獲量の推移（30漁業地区）  
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備
考
  

1 こ
の
資
料
は
、
統
計
法
に
基
づ
く
指
定
統
計
調
査
と
し
て
行
っ
て
い
る
海
面
漁
業
生
産
統
計
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
．
ま
   

た
、
海
面
漁
業
生
産
統
計
調
査
の
結
果
表
は
、
保
存
期
間
が
海
面
漁
業
生
産
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
27年

農
林
省
令
第
6 

号
）
に
5年

と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
現
在
、
残
存
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。
な
お
、
  

①
”
コ
ノ
シ
ロ
”
及
び
”
ァ
ナ
ゴ
類
”
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
で
は
昭
和
63年

ま
で
、
長
崎
県
と
熊
本
県
で
は
平
成
6年

  
ま
で
、
”
そ
の
他
の
魚
類
”
と
し
て
集
計
さ
れ
て
い
る
た
め
分
類
で
き
な
い
。
  

②
”
ァ
ゲ
マ
キ
”
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
で
は
昭
和
63年

ま
で
、
長
崎
県
と
熊
本
県
で
は
平
成
11年

ま
で
、
”
そ
の
他
  

の
貝
類
”
と
し
て
集
計
さ
れ
て
い
る
た
め
分
類
で
き
な
い
。
   

2 表
中
に
お
い
て
  

表  

①②③を  

”
 
”
は
調
査
デ
ー
タ
が
な
い
も
の
 
 

”
－
”
は
調
査
デ
ー
タ
は
あ
る
が
漁
獲
美
顔
が
な
い
も
の
 
 

0  い
る
。
   

て  

し  
な
お
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
は
、
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
県
別
デ
ー
タ
と
漁
業
地
区
別
デ
ー
タ
の
計
と
で
は
必
ず
し
  

も
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
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